
103―目的審査に関する違憲審査基準に）

ヽ`＇／二
‘、,＼

—

6
区

c
o
m
p
e
l
l
i
n
g

じ`と
"important`

ぶ
の
｛
夫
質
的
区
別
に
向
け
て
1

目

次

は
じ
め
に
本
稿
の
問
題
関
心
と
目
的

第
一
章
目
的
審
査
に
対
す
る
消
極
的
な
傾
向

第
二
章
日
本
の
学
説
の
整
理
1

目
的
審
査
の
基
準
の
構
成
要
素

第
一
節
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
・
「
重
要
性
」

第
二
節
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」

第
三
章
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
に
お
け
る
目
的
審
査

第
一
節
検
討
の
対
象
（
以
上
、
一
八
一
巻
二
号
）

第
二
節
目
的
審
査
の
基
準
の
構
成
要
素
（
以
上
、
本
号
）

第
四
章
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
「
重
要
な
利
益
」
の
実
質
的
区
別
に
向
け
て

第
一
節
構
成
要
素
の
相
互
関
係
と
程
度
差

第
二
節
「
実
現
の
必
要
性
」
の
判
断
手
法

第
五
章
本
稿
の
提
示
し
た
目
的
審
査
の
手
法
の
意
義

第
一
節
本
稿
の
提
示
し
た
目
的
審
査
の
手
法
の
適
切
性

第
二
節
日
本
の
判
例
の
再
構
成

お

わ

り

に

今

後

の

課

題

目
的
審
査
に
関
す
る
違
憲
審
査
基
準

伊

藤

健
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転
の
自
由
を
基
本
的
権
利
と
認
め
、
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
の
一
っ
で
あ
る

S
h
a
p
i
r
o
判
決
(
-
九
六
九
年
）

を
見
る
こ
と
と
す
る
。

本
件
で
の
問
題
は
、
扶
養
児
童
を
も
つ
家
庭
に
対
す
る
援
助
計
画
の
下
で
の
扶
助
申
請
の
要
件
と
し
て
、
当
該
申
請
に
先
立
ち
一
年
間
同

州
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
求
め
る

C
o
n
n
e
c
t
i
c
u
t
州
一
般
法

§
1
7
-
2
d

が
修
正
一
四
条
に
反
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

本
件
州
法
の
審
査
に
際
し
て
、
法
廷
意
見

(
B
r
e
n
n
a
n
判
事
執
筆
）
は
、
「
州
際
移
転
の
権
利
を
行
使
し
た
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
効
果
を

、
、
、
、
、
、
、
、

果
た
す
類
別
は
す
べ
て
、
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
政
府
利
益

(compelling
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
interest)

を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い

(62) 

う
こ
と
が
論
証
さ
れ
な
い
限
り
、
違
憲
で
あ
る
」
と
い
う
厳
格
審
査
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
基
準
に
照
ら
し
審
査
さ
れ
た
結
果
、
認
定
さ
れ
た
七
つ
の
立
法
目
的
の
う
ち
三
つ
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
目
的
審
査
を
通
過
し
な
い

と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
残
り
の
四
つ
に
つ
い
て
は
目
的
審
査
の
詳
細
が
記
さ
れ
ず
、
手
段
審
査
に
お
い
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

本
稿
の
関
心
か
ら
は
目
的
審
査
を
通
過
し
な
い
と
さ
れ
た
三
つ
の
立
法
目
的
に
注
目
す
る
。

（ア） ァ (1) 

立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
・
「
重
要
性
」

修
正
一
四
条
居
住
・
移
転
の
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
、
選
挙
権

(61) 

S
h
a
p
i
r
o
 v. 
T
o
m
p
s
o
n
 

「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
ま
ず
、
修
正
一
四
条
に
関
連
し
て
居
住
・
移

「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
の
構
成
要
素

本
節
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
「
重
要
な
利
益
」
が
ど
の
よ
う
な
観
点
で
評
価
さ
れ
て
き
た

の
か
、
そ
れ
ら
の
構
成
要
素
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。

第
二
節

目
的
審
査
の
基
準
の
構
成
要
素
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法
廷
意
見
は
ま
ず
、
立
法
目
的
①
「
州
の
財
政
保
全
の
た
め
の
貧
困
者
の
転
入
阻
止
」
に
関
し
、
も
し
法
律
が
「
憲
法
上
の
権
利
を
行
使

し
よ
う
と
す
る
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
権
利
の
主
張
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
…
…
何
ら
目
的
を
持
っ
て
い
な

(63) 

い
と
す
れ
ば
、
当
該
法
律
は
明
ら
か
に
違
憲
で
あ
る
」
と
い
う
先
例
の
一
節
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
、
「
憲
法
上
容
認
で
き
な
い
」
こ
と
を

理
由
に
、
「
一
年
間
と
い
う
待
機
期
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
類
別
に
対
す
る
正
当
化
事
由
と
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
」
と
し
て
、
当

(64) 

該
立
法
目
的
を
斥
け
て
い
る
。

立
法
目
的
②
「
高
額
給
付
の
受
給
の
み
を
目
的
と
し
た
貧
困
者
の
転
入
阻
止
」
に
関
し
て
は
、
本
件
要
件
は
「
生
活
扶
助
を
居
住
一
年
目

に
申
請
す
る
者
は
す
べ
て
、
よ
り
高
額
の
給
付
を
得
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
当
該
州
へ
や
っ
て
き
た
と
い
う
実
際
上
反
証
を
許
さ
な
い
推

定
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
訴
訟
記
録
の
い
ず
れ
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
推
定
に
実
際
に
根
拠
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
は
何
も

存
在
し
な
い
」
と
、
法
廷
意
見
は
述
べ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
こ
の
よ
う
な
区
別
に
は
、
よ
り
高
額
の
保
護
給
付
を
得
よ
う
と
し
て
あ

る
州
へ
や
っ
て
く
る
貧
困
者
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
貧
困
者
よ
り
給
付
を
受
け
る
資
格
に
些
か
欠
け
る
と
い
う
考

え
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
」
が
、
州
際
移
転
に
際
し
あ
る
州
の
公
的
扶
助
の
水
準
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
る
と
、
な
ぜ
給
付
資
格
に
欠
け
る

(65) 

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
理
解
で
き
な
い
と
し
て
、
法
廷
意
見
は
こ
の
立
法
目
的
も
斥
け
て
い
る
。

立
法
目
的
③
「
給
付
受
給
者
の
納
税
面
で
の
貢
献
を
理
由
と
し
た
福
祉
給
付
配
分
の
実
施
」
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
「
実
際
上
訴
人

〔
州
側
〕

の
推
論
は
、
す
べ
て
の
給
付
と
便
益
を
、
そ
の
住
民
の
過
去
に
お
け
る
納
税
の
貢
献
度
に
従
っ
て
配
分
す
る
こ
と
を
州
に
許
す
こ

(66) 

と
に
な
ろ
う
。
平
等
保
護
条
項
は
州
の
便
益
を
そ
の
よ
う
に
配
分
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
斥
け
て
い
る
。

要
す
る
に
、
立
法
目
的
①
は
、
理
由
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
立

法
目
的
が
な
い
の
で
当
該
立
法
目
的
は
憲
法
に
違
反
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
立
法
目
的
②
に
関
し
て
は
、
高
額
給
付
の
受
給
と
い
う

転
入
動
機
を
も
つ
一
部
貧
困
者
は
公
的
扶
助
を
受
給
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
前
提
の
合
理
性
・
正
当
性
を
支
え
る
立
法
事
実
が
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
立
法
目
的
③
は
、
端
的
に
平
等
保
護
条
項
が
禁
止
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
立



181 巻 4 号—106

（ウ） 法
廷
意
見

(
B
l
a
c
k
m
u
n
判
事
執
筆
）
は
、

法
目
的
①
か
ら
③
は
、
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
、
憲
法
上
合
理
性
が
な
い
と
い
う
意
味
で
「
正
当
性
」
を
欠
く
も
の
と
し
て

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
一
環
と
し
て
の
女
性
の
中
絶
権
が
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
論
（
修
正
一
四
条
）
を

(68) 

通
じ
て
保
障
さ
れ
る
と
し
た
R
o
e
判
決
(
-
九
七
三
年
）
も
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
言
及
し
て
い
た
。
本
件
で
は
、
母
体
の
生
命

を
救
う
た
め
に
医
師
の
助
言
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
中
絶
を
行
う
こ
と
を
犯
罪
と
す
る

T
e
x
a
s
州
刑
事
法
典
裟

1
1
9
1
ー
1
1
9
4
~び
§
1
1
9
6
が
中
紬
亡
僅
を
侵
害
し
違
憲
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
刑
事
中
絶
法
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
、
①
「
不
法
な
性
行
動
の
抑

止
」
、
②
「
妊
婦
の
健
康
と
安
全
の
保
護
」
、
③
「
胎
児
の
生
命
の
保
護
」
の
三
つ
を
挙
げ
る
が
、
立
法
目
的
①
は
本
件
で
は
主
張
さ
れ
て
い

(69) 

な
い
と
し
て
、
立
法
目
的
②
及
び
③
に
つ
い
て
の
み
審
査
す
る
。

(70) 

続
け
て
法
廷
意
見
は
、
「
本
件
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
…
…
こ
れ
ら
の
利
益
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
重
さ

(
w
e
i
g
h
t
)

で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、

「
当
裁
判
所
は
一
定
の
『
基
本
的
権
利
』
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
制
限
す
る
規
制
が
『
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る

州
の
利
益

(
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
state 
interest)
』
に
よ
っ
て
初
め
て
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
、
及
び
、
立
法
府
の
制
定
し
た
法
律
は
、
問
題
と
な

っ
て
い
る
正
当
な
州
の
利
益

(legitimate
state interest)

だ
け
を
表
明
す
べ
く
厳
密
に
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
き
た
」

(71) 

と
し
た
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
「
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
は
、
妊
婦
が
出
産
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
実
質

(substantiality)

が
増
大
し
、
妊
娠
中

(72) 

の
あ
る
時
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
』
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
で
は
、
②
「
妊
婦
の
健
康
と
安
全
の
保
護
」
、
③
「
胎
児
の
生
命
の
保
護
」
と
い
う
二
つ
の
立
法
目
的
の
「
重
さ
」

つ
ま
り
「
重
要
性
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
目
的
の
性
質
に
従
い
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
実
質
が
増

大
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
法
目
的
の
評
価
は
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(73) 

Z
a
b
l
o
c
k
i
 
v. 
R
e
d
h
a
i
l
 

ま
た
、
中
絶
権
以
外
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
家
族
の
形
成
・
維
持
に
関
わ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

排
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

(67) 

R
o
e
 v. 
W
a
d
e
 

（イ）
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上
訴
人
S
t
o
r
e
r
は、

S
t
o
r
e
r
は、

選
挙
権
に
関
す
る
判
例
と
し
て
S
t
o
r
e
r
判
決
(
-
九
七
四
年
）
を
見
て
み
る
。

公
職
者
の
無
所
属
候
補
者
が
直
前
の
予
備
選
挙
前
一
年
以
内
に
資
格
あ
る
政
党
に
登
録
加
入
し
て
い
た
場
合
、
当
該
無
所
属
候
補
者
を
候
補

者
名
簿
に
掲
載
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
上
訴
人
S
t
o
r
e
r
は
、
六
ヶ
月
前
ま
で
民
主
党
員
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
上
訴
人

§
6
8
3
0
 (
d
)

の
政
党
不
加
入
要
件
が
修
正
一
条
と
修
正
一
四
条
に
反
し
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
連
邦
議
会
議
員
の
無
所

属
候
補
者
と
し
て
候
補
者
名
簿
に
掲
載
さ
れ
る
地
位
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
、
と
い
う
の
が
本
件
事
案
で
あ
る
。

§
6
8
3
0
 (
d
)

に
異
議
を
申
し
立
て
る
際
に
、
「
選
挙
権
や
政
治
目
的
で
の
結
社
の
権
利
に
対
す
る
実
質
的
な
負
担
は
、

や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
州
の
利
益

(compelling
state 
interest)

を
実
現
す
る
の
に
不
可
欠
で
な
い
限
り
、
修
正
一
条
や
修
正
一
四
条
そ
し
て

（エ）
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。(77) 

S
t
o
r
e
r
 
v. 
B
r
o
w
n
 

一
九
七
二
年
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
州
選
挙
法
§
6
8
3
0
(
d
)

は
、
公
選

権
利
が
問
題
と
な
っ
た
N
a
b
l
o
c
k
i
判
決
(
-
九
七
八
年
）
で
は
、
審
査
基
準
の
定
式
か
ら
構
成
要
素
が
窺
え
る
。

本
件
で
提
示
さ
れ
た
審
査
基
準
は
、
「
法
律
上
の
類
別
が
基
本
的
権
利
の
行
使
を
著
し
く
侵
害
し
て
い
る
場
合
、
当
該
類
別
は
、
十
分
に

重
要
な
州
の
利
益

(sufficiently
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
state 
interests)

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
利
益
だ
け
を

(74) 

実
現
す
る
よ
う
綿
密
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
支
持
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
け
る
審
査
基
準
の
定
式
で
は
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
ず
、
「
十
分
に
重
要
な
州
の
利
益
」
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
審
査
基
準
は
、
中
間
審
査
基
準
と
も
理
解
し
う
る
。
し
か
し
、
単
な
る
重
要
な
利
益
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
十
分
に
重
要
な
州
の
利
益
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
点
、
手
段
審
査
に
お
い
て
立
法
事
実
を
考
慮
し
つ
つ
よ
り
制

(75) 

限
的
で
な
い
代
替
手
段
の
有
無
や
過
剰
包
摂
や
過
少
包
摂
を
判
断
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
論
証
責
任
が
合
憲
性
を
主
張
す
る
側
に
課
せ
ら
れ

(76) 

て
い
る
点
か
ら
、
実
体
面
で
も
手
続
面
で
も
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
十
分
に
重
要
な
州

の
利
益
」
と
い
う
用
語
は
厳
格
審
査
基
準
に
お
け
る
目
的
審
査
の
基
準
を
意
味
し
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
「
重
要
性
」
を
有
し
て
い
る
と

続
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
同
様
に
、
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
基
本
的
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
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(78) 

平
等
保
護
条
項
の
下
で
は
、
憲
法
上
疑
わ
し
く
無
効
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
。

こ
れ
に
応
え
て
、
法
廷
意
見

(
W
h
i
t
e
判
事
執
筆
）
は
ま
ず
、
本
件
条
項
に
類
似
の
規
定
で
あ
る

§
6
4
0
1
及
び

§
6
6
1
1
は
、
あ
る
政
党
の

予
備
選
挙
の
候
補
者
は
他
政
党
の
予
備
選
挙
に
立
候
補
し
て
は
な
ら
ず
、
当
該
政
党
の
予
備
選
挙
敗
北
後
に
は
無
所
属
候
補
者
と
し
て
立
候

補
し
て
も
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
予
備
選
挙
一
年
前
に
は
他
政
党
に
加
入
し
て
い
て
も
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
予
備
選

挙
敗
北
者
の
無
所
属
立
候
補
を
禁
じ
た
条
項
は
、
「
候
補
者
名
簿
に
掲
載
さ
れ
る
者
を
、
予
備
選
挙
に
勝
利
し
た
候
補
者
と
適
切
に
資
格
を

得
た
無
所
属
候
補
者
に
限
定
す
る
」
こ
と
で
、
民
衆
に
「
わ
か
り
や
す
い
選
択
肢
と
、
実
効
的
統
治
の
た
め
の
十
分
な
支
持
を
得
た
通
常
選

挙
に
お
け
る
勝
者
を
提
供
」
す
る
と
い
う
目
的
こ
れ
を
法
廷
意
見
は
「
政
治
制
度
の
安
定
性
」
と
理
解
し
て
い
る
を
実
現
し
て
い

(79) 

る
、
と
述
べ
る
。

続
け
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
§
6
8
3
0
(
d
)

は
、
こ
の
§
6
4
0
1
や
§
6
6
1
1
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
「
一
年
間
不
加
入
条

項
〔

§
6
8
3
0
(
d
)
〕
が
政
治
制
度
の
安
定
性
に
お
け
る
州
の
利
益
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

(80) 

に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
立
法
目
的
を
認
定
す
る
。

そ
し
て
、
「
我
々
は
ま
た
、
当
該
利
益
を
、
容
認
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の

(compelling)

だ
と
も
考
え
て
お
り
、
無
所
属
候
補
者
と
し
て
候
補
者
名
簿
へ
掲
載
す
る
よ
う
求
め
る
決
断
を
よ
り
遅
く
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
候
補
者
や
そ

の
支
持
者
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
利
益
に
優
位
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
選
挙
制
度
を

秩
序
立
て
る
こ
と
が
、
憲
法
上
の
規
定
（
一
条
二
節
一
項
、

(81) 

問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
条
四
節
一
項
）
か
ら
導
か
れ
る
権
限
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
実
務
上
も
重
要
な

こ
こ
で
は
、
立
法
目
的
の
評
価
と
し
て
、
本
件
立
法
目
的
が
容
認
可
能
で
あ
る
こ
と
と
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
並
列
さ

れ
て
い
る
の
で
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
を
判
断
す
る
に
は
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
と
「
重
要
性
」
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
、
「
正
当
性
」
に
関
し
て
は
、
憲
法
上
、
選
挙
制
度
を
設
け
る
権
限
が
連
邦
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て
検
討
し
、
支
出
制
限
に
つ
い
て
は
次
項
で
扱
う
。

（イ）
修
正
一
条
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。

議
会
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
整
理
で
き
、
「
重
要
性
」
に
関
し
て
は
、
選
挙
制
度
の
実
務
上
の
重
要
性
を
基
礎

と
し
て
、
本
件
立
法
目
的
が
候
補
者
や
そ
の
支
持
者
の
利
益
に
優
位
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
益
衡
量
に
お
け
る
政
府
利
益
の
相

修
正
一
条
表
現
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
信
教
の
自
由

(82) 

S
i
m
o
n
 &
 Schuster, Inc. 
v. 
M
e
m
b
e
r
s
 of t
h
e
 N
e
w
 Y
o
r
k
 S
t
a
t
e
 C
r
i
m
e
 V
i
c
t
i
m
s
 B
o
a
r
d
 

格
審
査
基
準
を
適
用
し
た
S
i
m
o
n
&
 Sc
h
u
s
t
e
r
判
決
(
-
九
九
一
年
）
は
、
犯
罪
者
が
自
身
の
犯
罪
を
著
し
た
著
作
か
ら
収
入
を
得
た
場
合
、

そ
の
収
入
は
犯
罪
被
害
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
利
用
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る

N
e
w
Y
o
r
k
州
法
、

い
わ
ゆ
る
「
サ
ム

の
息
子
」
法
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。
本
件
州
法
は
、
犯
罪
に
関
す
る
表
現
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
だ
け
を
選
び
出
し
て
い
る
と
い
う
点

で
表
現
内
容
規
制
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
犯
罪
者
の
人
生
に
関
す
る
書
籍
を
出
版
し
た
上
訴
人
S
i
m
o
n
&
 S
c
h
u
s
t
e
r
社
が
、
本
件
州
法
は

法
廷
意
見

(O'Connor
判
事
執
筆
）
は
、
立
法
目
的
を
認
定
す
る
前
に
、
「
読
者
の
感
情
に
対
す
る
配
慮
か
ら
犯
罪
に
関
す
る
描
写
を
抑
圧

す
る
」
と
い
う
政
府
利
益
に
関
し
て
、
「
思
考
そ
の
も
の
が
攻
撃
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
思
考
そ
の
も
の
に
同
意
で
き
な
い
と
社
会

が
考
え
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
政
府
は
、
思
考
の
表
明
を
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
修
正
一
条
の
基
本
原
理
を
理
由
に
、
州
側
は

(83) 

そ
の
政
府
利
益
を
主
張
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
実
際
主
張
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
合
理
的
な
理
由
な
く
表

現
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
立
法
目
的
は
修
正
一
条
に
反
し
「
正
当
性
」
を
欠
く
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(84) 

B
u
c
k
l
e
y
 v• 

V
a
l
e
o
 

次
に
、
金
銭
の
寄
付
及
び
支
出
が
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
し
、
連
邦
選
挙
に
関
す
る
献
金
制

限
及
び
支
出
制
限
に
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
し
た

B
u
c
k
l
e
y
判
決
(
-
九
七
六
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
献
金
制
限
に
つ
い

（ア） ィ
対
的
な
優
位
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
整
理
で
き
よ
う
。

表
現
内
容
規
制
に
関
し
て
厳
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本
件
で
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
一
年
連
邦
選
挙
運
動
法
(
-
九
七
四
年
改
正
）
の

§
6
0
8
(
b
)
 (
1

)

は、

も
、
連
邦
公
務
員
選
挙
に
関
す
る
い
か
な
る
候
補
者
に
対
し
て
も
、
総
額
一

0
0
0
ド
ル
を
超
え
る
献
金
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

(85) 

献
金
を
制
限
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
一

0
0
0
ド
ル
の
献
金
制
限
に
対
し
、
上
訴
人
B
u
c
k
l
e
y
は
、
修
正
一
条
の
自
由
政
治
的
結

社
の
自
由
に
不
当
な
負
担
を
課
し
て
い
る
た
め
無
効
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

一
定
の
例
外
を
認
め
つ
つ
、
「
何
人

審
査
に
先
立
ち
、
法
廷
意
見
（
執
筆
者
匿
名
）
は
、
「
本
件
法
律
の
献
金
制
限
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
主
要
な
修
正
一
条
の
問
題
は
、
献
金

者
の
政
治
的
結
社
の
自
由
の
一
側
面
の
制
約
で
あ
」
り
、
「
結
社
の
権
利
の
基
本
的
な
性
質
か
ら
考
え
て
、
『
結
社
の
自
由
を
減
ず
る
効
果
を

有
し
う
る
』
政
府
『
行
為
は
、
最
も
綿
密
な
審
査

(the
closest 
s
c
r
u
t
i
n
y
)

に
服
す
る
』
」
。
し
か
し
、
「
『
保
護
さ
れ
て
い
る
政
治
的
結
社
の

権
利
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
』
で
さ
え
、
政
府
が
十
分
に
重
要
な
利
益

(sufficiently
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 interest)

を
論
証
し
、
結
社
の
自
由
の
不

(86) 

必
要
な
侵
害
を
避
け
る
よ
う
綿
密
に
描
か
れ
た
手
段
を
用
い
て
い
る
な
ら
ば
、
維
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
基
準
が
三
種
類
の
基
準
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
が
他
に
存
在
す
る
か
否
か
を
自
ら
判
断
せ
ず
、

議
会
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
厳
格
審
査
基
準
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
緩
や
か
な
審
査
基
準
で
あ
る
と
い
う

(87) 

指
摘
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
本
判
決
自
体
が
、
本
件
で
行
わ
れ
る
審
査
を
「
最
も
綿
密
な
審
査
」
と
い
い
、
目
的
審
査
の
基
準
と
し
て
、

単
な
る
「
重
要
な
利
益
」
で
は
な
く
、
「
十
分
に
重
要
な
利
益
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
は
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
た
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
本
判
決
に
お
け
る
具
体
的
審
査
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
ま
ず
法
廷
意
見
は
、
本
件
献
金
制
限
の
立
法
目
的
を
、
多
額
の
財

政
的
献
金
に
よ
っ
て
候
補
者
が
受
け
る
現
実
の
あ
る
い
は
想
像
上
の
強
制
的
影
響
か
ら
生
じ
る
「
腐
敗
及
び
腐
敗
の
外
観
の
防
止
」
と
認
定

(88) 

す
る
。そ

し
て
、
「
選
挙
資
金
の
私
的
調
達
制
の
下
で
は
、
個
人
あ
る
い
は
家
族
の
莫
大
な
財
産
を
欠
く
候
補
者
は
、
選
挙
運
動
を
上
手
く
行
う

の
に
必
要
な
資
金
を
準
備
す
る
た
め
に
、
他
者
か
ら
の
財
政
的
献
金
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、
「
現
在
の
公
職
者
及
び
潜
在
的
な
公
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1
0
0
0
ド
ル
の
献
金

職
者
か
ら
政
治
的
見
返
り
を
確
保
す
る
た
め
に
大
規
模
献
金
が
な
さ
れ
る
限
り
、
我
々
の
代
表
民
主
制
の
清
廉
性
は
毀
損
さ
れ
る
」
と
し
、

「
一
九
七
二
年
選
挙
後
に
表
面
化
し
て
い
る
非
常
に
憂
慮
す
べ
き
例
は
、
そ
の
問
題
が
架
空
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
」
と

(89) 

す
る
。ま

た
、
「
個
人
に
よ
っ
て
大
規
模
な
財
政
的
献
金
が
な
さ
れ
る
構
造
に
内
在
す
る
濫
用
の
機
会
に
、
公
衆
が
気
づ
く
こ
と
か
ら
生
じ
る
腐

敗
の
外
観
の
影
響

(
i
m
p
a
c
t
)
」
に
も
、
連
邦
議
会
は
同
程
度
の
懸
念
を
有
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
法
の
執
行
を
託
さ
れ
た

連
邦
公
務
員
の
側
の
党
派
的
な
政
治
的
行
為
に
よ
り
、
『
公
平
で
実
効
的
な
統
治
』
に
対
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
危
険
性
は
、
連
邦
公
務
員
の

党
派
的
な
政
治
的
結
社
の
権
利
に
対
す
る
広
範
な
制
約
を
正
当
化
す
る
十
分
重
要
な
関
心
事

(sufficiently
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 c
o
n
c
e
r
n
)

で
あ
る
」

と
し
た
先
例
と
同
様
、
本
件
に
関
し
て
も
法
廷
意
見
は
、
「
『
代
議
政
体
に
お
け
る
信
任
が
悲
惨
な
程
度
に
ま
で
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
」
不
適
当
な
影
響
力
の
外
観
の
回
避
『
も
ま
た
…
…
重
大
で
あ
る

(critical)
』
と
、
連
邦
議
会
は
正
当
に
結
論

(91) 

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。

そ
の
結
果
、
「
我
々
の
過
去
の
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
厳
格
審
査
基
準

(rigorous
s
t
a
n
d
a
r
d
 
of 
r
e
v
i
e
w
)

の
下
で
、
政
治
的
候
補
者

に
対
す
る
財
政
的
献
金
の
規
模
を
制
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
重
要
な
利
益

(
w
e
i
g
h
t
y
interests)

は、

制
限
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
修
正
一
条
の
自
由
に
制
限
を
も
た
ら
す
効
果

(limited
effect)

を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
」

(92) 

と
、
法
廷
意
見
は
判
示
し
た
。

こ
こ
で
は
、
選
挙
資
金
を
私
的
に
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
代
表
民
主
制
の
清
廉
性
が
毀
損
さ
れ
る
と
い
う
害
悪
腐

敗
そ
の
も
の
が
架
空
の
も
の
で
は
な
く
実
在
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
腐
敗
の
外
観
の
影
響
が
連
邦
議
会
に
と
っ
て
十
分

重
要
な
関
心
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
腐
敗
及
び
腐
敗
の
外
観
」
と
い
う
弊
害
が
実
在
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
え

る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
立
法
目
的
は
「
十
分
に
重
要
な
利
益
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
件
に
お
い
て
も
立
法
目
的
の
「
重
要

性
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
次
項
で
再
び
言
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
「
害
悪
の
実
在
性
」
に
も
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言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

(93) 

S
h
e
r
b
e
r
t
 v. 
V
e
r
n
e
r
 

本
項
の
最
後
に
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
事
例
を
二
つ
取
り
扱
う
。
ま
ず
、
信
教
の
自
由
に
厳
格
審
査

基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
示
し
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る

S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
(
-
九
六
三
年
）
は
、

S
e
v
e
n
t
h
-
d
a
y
A
d
v
e
n
t
i
s
t
 

C
h
u
r
c
h
の
構
成
員
た
る
上
訴
人
S
h
e
r
b
e
r
t
が
、
自
身
の
信
条
上
の
安
息
日
た
る
土
曜
日
に
勤
務
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
職
を
解
雇
さ

れ
た
の
で
、

S
o
u
t
h
C
a
r
o
l
i
n
a
州
失
業
補
償
法
に
基
づ
い
て
州
に
失
業
補
償
給
付
を
請
求
し
た
が
、
州
側
（
被
上
訴
人
）
は
、
職
を
職
業
安

定
所
や
雇
用
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
も
、
請
求
者
が
正
当
な
理
由
な
く
引
き
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
失
業
補
償
の
給
付
適
格
を
失
う
こ

と
を
定
め
る
規
定
（
本
件
給
付
適
格
条
項
）
に
基
づ
い
て
、
上
訴
人
S
h
e
r
b
e
r
t
の
給
付
適
格
を
否
定
し
た
。
そ
こ
で
、
上
訴
人
S
h
e
r
b
e
r
t
が、

本
件
給
付
適
格
条
項
は
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

法
廷
意
見

(
B
r
e
n
n
a
n
判
事
執
筆
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
審
査
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
我
々
は
、

S
o
u
t
h
C
a
r
o
l
i
n
a
州
法
の

〔
給
付
〕
適
格
条
項
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
、
何
ら
か
の
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
州
の
利
益

(compelling
state 
interest)

が
上
訴
人

〔

S
h
e
r
b
e
r
t〕

の
修
正
一
条
の
権
利
の
実
質
的
な
侵
害
を
正
当
化
す
る
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
ら
し
い
州
の
利

益

(colorable
state interest)

と
の
合
理
的
関
連
性
だ
け
を
論
証
す
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
な
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
非
常
に
慎
重
な
取
扱
い
を
要
す
る
憲
法
領
域
で
は
、
『
最
高
の
利
益

(
p
a
r
a
m
o
u
n
t
interests)

を
危
険
に
さ
ら
す
最
も
重
大
な
弊

(94) 

害

(the
g
r
a
v
e
s
t
 
abuses)

だ
け
が
容
認
可
能
な
制
限
を
も
た
ら
す
』
」
と
。

本
件
の
審
査
基
準
は
、
「
最
高
の
利
益
」
に
対
す
る
重
大
な
弊
害
の
論
証
を
求
め
て
い
る
が
、
弊
害
が
「
最
高
の
利
益
」
に
及
ん
で
い
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
利
益
に
も
価
値
の
高
低
「
重
要
性
」
の
観
点
が
あ
り
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
判
旨
は
、
後
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
「
重
大
な
弊
害
」
の
論
証
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。

(95) 

W
i
s
c
o
n
s
i
n
 v• 

Y
o
d
e
r
 

次
の

Y
o
d
e
r
判
決
(
-
九
七
二
年
）
は
、

S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
を
引
き
継
い
で
、
信
教
の
自
由
に
厳
格
審
査

(96) 

基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
。
本
件
は
、

A
m
i
s
h
信
者
た
る
被
上
訴
人
Y
o
d
e
r
が、

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
教
義

（エ） （ウ）



113-目的審査に関する違憲審査基準（二）

一
般
的
な
教
育
に
お
け
る
州
の
利
益
と
信
教

の
故
に
、
自
分
た
ち
の
一
四
歳
か
ら
一
五
歳
の
子
供
を
第
八
学
年
修
了
後
に
公
立
学
校
へ
行
か
せ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
、
子
供
を
一
六

歳
に
な
る
ま
で
公
立
学
校
あ
る
い
は
私
立
学
校
へ
就
学
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
W
i
s
c
o
n
s
i
n
州
義
務
就
学
法
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ

れ
た
刑
事
事
件
で
あ
る
。
被
上
訴
人
Y
o
d
e
r
は
、
本
件
義
務
就
学
法
の
適
用
は
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

法
廷
意
見

(
B
u
r
g
e
r
主
席
判
事
執
筆
）
は
ま
ず
、
「
州
は
、
市
民
の
教
育
に
重
い
責
任
を
有
し
て
い
る
の
で
、
基
礎
教
育
の
運
営
や
期
間
に

関
す
る
合
理
的
な
規
制
を
課
す
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
疑
い
が
な
い
」
が
、
「
一
般
的
な
教
育
に
お
け
る
州
の
利
益
は
、

我
々
が
そ
れ
を
如
何
に
高
位
に
位
置
づ
け
る
に
せ
よ
、
州
が
、
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
条
項
に
よ
っ
て
特
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
基

本
的
な
権
利
や
利
益
…
…
を
侵
害
し
て
い
る
場
合
に
は
、
衡
量
プ
ロ
セ
ス
か
ら
全
く
の
自
由
で
あ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
、
「
信
教
の
自

由
条
項
の
下
で
の
保
護
を
主
張
し
て
い
る
利
益
に
優
越
す
る
の
に
十
分
な
重
要
性

(sufficient
m
a
唇
itude)

を
有
す
る
州
の
利
益
が
存
在
す

(97) 

る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
続
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
最
高
位
の
利
益
で
あ
っ
て
他
の
方
法
で
は
実
現
さ
れ

(98) 

な
い
利
益
だ
け
が
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
正
当
な
主
張
を
覆
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
敷
術
す
る
。

こ
こ
で
、
州
は
「
義
務
教
育
制
度
に
お
け
る
州
の
利
益
は
非
常
に
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の

(compelling)

な
の
で
、

A
m
i
s
h
の
確
立

さ
れ
た
宗
教
上
の
実
践
で
さ
え
、
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
が
、
法
廷
意
見
は
「
我
々
は
、
当
該
州
が
一
六
歳
ま
で
の

義
務
就
学
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
、
及
び
、
主
張
さ
れ
て
い
る
A
m
i
s
h
信
者
に
対
す
る
免
除
を
承
認
す(99) 

る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
そ
の
よ
う
な
目
的
に
対
す
る
障
害
を
厳
重
に
審
査

(searchingly
e
x
a
m
i
n
e
)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

本
件
で
は
、
目
的
・
手
段
型
で
表
さ
れ
る
審
査
基
準
の
定
式
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

の
自
由
と
の
衡
量
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
厳
重
に
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
結
果
、
信
教
の
自
由
に
優
越
す
る
政
府
利
益
は
、
「
最
高

位
の
利
益
で
あ
っ
て
他
の
方
法
で
は
実
現
さ
れ
な
い
利
益
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制

約
を
正
当
化
す
る
に
は
非
常
に
重
要
度
の
高
い
政
府
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
本
件
は
厳
格
審
査
基
準
が
適
用
さ

れ
た
事
例
と
い
え
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
重
要
性
」
と
い
う
構
成
要
素
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
重
要
性
」
評
価
の
前
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提
と
し
て
、
州
は
教
育
に
関
す
る
合
理
的
な
規
制
を
課
す
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、

以
上
の
よ
う
に
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
は
、
当
該
立
法
目
的
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
た
目
的
で
な

く
追
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
政
府
は
憲
法
上
規
制
権
限
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
形
で
「
正
当
性
」
を
問
題
と
し

て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る

(
S
h
a
p
i
r
o
判
決
、

S
t
o
r
e
r
判
決
、

S
i
m
o
n
&
 S
c
h
u
s
t
e
r
判
決
、

Y
o
d
e
r
判
決
）
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
日
本
の

学
説
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
立
法
目
的
の
価
値
の
程
度
を
意
味
す
る
「
重
要
性
」
を
問
題
と
し
て
い
る
判
例
も
存
在
す
る

(
R
o
e

判
決
、

N
ablocki
判
決
、

S
t
o
r
e
r
判
決
、

B
u
c
k
l
e
y
判
決
献
金
制
限
、

S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
、

Y
o
d
e
r
判
決
）
。

立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」

「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
と
「
重
要
性
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
、

前
項
の
考
察
で
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、

S
h
e
r
b
e
r
t
 v• 

V
e
r
n
e
r
 

ア
メ
リ
カ
の
判
例
の
中
に
は
、
こ
の
二
つ
の
構
成
要
素
以
外
の
構
成
要
素
ー
ー
ー
立
法
目
的
の
「
実

一
件
目
が
、
前
項
で
も
扱
っ
た
信
教
の
自
由
に
関
す
る
S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
(
-
九
六
三
年
）
で
あ
る
。
本

件
に
厳
格
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
「
最
高
の
利
益
を
危
険
に
さ
ら
す

本
件
の
失
業
補
償
給
付
適
格
条
項
に
関
し
て
、
州
側
（
被
上
訴
人
）
が
主
張
し
て
い
る
政
府
利
益
は
、
不
道
徳
な
請
求
者
が
土
曜
日
勤
務

に
対
す
る
宗
教
的
拒
否
を
装
い
不
正
な
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
失
業
補
償
資
金
が
減
ず
る
だ
け
で
な
く
、
必
要
な
土
曜
日
勤
務

に
関
す
る
雇
用
主
に
よ
る
日
程
管
理
が
妨
げ
ら
れ
も
す
る
可
能
性
」
で
あ
っ
た
。
法
廷
意
見
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
原
審
た
る
S
o
u
t
h

C
a
r
o
l
i
n
a
州
最
高
裁
判
所
で
な
さ
れ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
「
我
々
は
、
州
裁
判
所
の
見
解
な
し
に
、
主
張
さ
れ
て
い

最
も
重
大
な
弊
害
」
が
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

（ア）
現
の
必
要
性
」
ー
ー
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

(2) 
州
の
利
益
が
「
正
当
性
」
を
有
す
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
な
教
育
に
お
け
る
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い
W
i
s
c
o
n
s
i
nv• 

Y
o
d
e
r
 

る
州
の
利
益
に
関
す
る
重
要
性

(importance)

を
評
価
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
「
そ
の
可
能
性
〔
を
政
府
利
益
と
し
て

認
め
る
こ
と
〕
は
本
件
で
は
適
切
で
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
「
被
上
訴
人
〔
州
側
〕
が
現
在
提
出
し
て
い
る
よ
う
な
仮
病
や
詐
欺
の
恐

れ
を
正
当
化
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
証
拠
が
存
在
し
な
い
」
の
で
、
「
た
と
え
そ
の
主
張
が
下
級
審
で
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
訴
訟
記

録
は
そ
の
主
張
を
支
持
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
続
け
、
「
そ
の
よ
う
な
弊
害
や
危
険
が
、
本
件
で
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
結
論

(100) 

づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
、
「
最
高
の
利
益
を
危
険
に
さ
ら
す
最
も
重
大
な
弊
害
」
の
不
存
在
ゆ
え
に
、
本
件
給
付
適
格
条
項
は
違
憲
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
害
悪
が
実
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
件
立
法
目
的
を
実
現
す
る
必
要
性
が
否
定
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き

よ
う
。
な
お
、
本
判
決
自
身
は
、
「
重
要
性
」
要
件
と
「
実
現
の
必
要
性
」
要
件
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
立
法
目
的
の
「
重
要
性
」
と
「
実
現
の
必
要
性
」
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
目
的
審
査
の
基
準
の
構
成
要
素
と
い
う
視
点
か
ら
は
一
応
分
離
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

二
件
目
は
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
就
学
拒
否
に
関
す
る

Y
o
d
e
r
判
決
(
-
九
七
二
年
）
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
前
項
で
扱
っ
た
。
本
件
義
務
教
育
制
度
の
正
当
化
理
由
と
し
て
は
、
①
「
政
治
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
」
、
さ

(101) 

ら
に
、
②
「
独
立
独
行
で
か
つ
自
立
心
の
あ
る
、
社
会
へ
の
参
加
者
と
な
る
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

州
側
（
上
訴
人
）
は
、
こ
の
二
つ
の
政
府
利
益
を
、

A
m
i
s
h
信
者
の
子
供
の
中
に
は

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
離
れ
る
こ
と
を
選
択
す

る
者
も
い
る
可
能
性
、
及
び
、
も
し
実
際
に

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
離
れ
る
の
で
あ
れ
ば
彼
ら
は
生
活
能
力
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
に
基
礎
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
「
本
件
訴
訟
記
録
上
、
そ
の
主
張
は
非
常
に
推
論
的
で
あ
る
」

と
し
、

A
m
i
s
h
信
者
の
子
供
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
離
れ
る
こ
と
で

A
m
i
s
h
信
者
の
数
が
減
少
す
る
と
い
う
明
確
な
証
拠
は
存
在
し
な
い
こ

と
、
及
び
、

A
m
i
s
h
信
者
の
子
供
は
実
践
的
な
農
業
訓
練
を
受
け
商
売
や
自
立
の
習
慣
を
有
す
る
の
で
彼
ら
は

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

離
れ
る
と
教
育
不
足
の
ゆ
え
に
社
会
の
負
担
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
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（ウ）
A
m
i
s
h
信
者
は
、
第
八
学
年
ま
で
の
学
校
教
育
の
必
要
性
を
容
認
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
専
門
家
が
青
年
期
の
子
供
に
対
す
る
理

想
的
な
職
業
教
育
と
評
価
し
た
も
の
を
提
供
し
続
け
て
も
い
る
の
で
、

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
離
れ
た
と
し
て
も

A
m
i
s
h
信
者
の
子
供

(102) 

が
生
活
能
力
を
十
分
に
備
え
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
、
法
廷
意
見
は
州
側
の
主
張
を
否
定
す
る
。

こ
こ
で
は
、

A
m
i
s
h
信
者
の
子
供
が

A
m
i
s
h
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
離
れ
た
場
合
、
彼
ら
に
生
活
能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

が
害
悪
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
第
九
学
年
以
降
の
義
務
教
育
に
就
学
し
て
い
な
く
と
も

A
m
i
s
h
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
独
自
の
教
育
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
害
悪
は
存
在
し
な
い
と
評
価
さ
れ
た
結
果
、
本
件
立
法
目
的
は
非
常
に
推
論
的
な
も

の
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
政
府
利
益
に
及
ぶ
「
害
悪
の
実
在
性
」
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
た
事
例
と
い
え
る
の

で
、
本
件
も
、
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
に
際
し
て
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

R
o
e
 v. 
W
a
d
e
 

三
件
目
が
、
中
絶
禁
止
法
の
合
憲
性
に
関
し
て
前
述
し
た

R
o
e
判
決
(
-
九
七
三
年
）
で
あ
る
。
「
妊
婦
の
健
康

と
安
全
の
保
護
」
と
い
う
前
述
の
立
法
目
的
②
に
関
し
て
、
上
訴
人

R
o
e
(
違
憲
を
主
張
す
る
側
）
は
「
初
期
の
妊
娠
に
お
け
る
中
絶
、
す
な

わ
ち
、
最
初
の
三
半
期
の
終
了
よ
り
も
前
の
中
絶
は
、
危
険
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
日
で
は
相
対
的
に
安
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
す
医
学
上
の
デ
ー
タ
」
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
で
も
っ
て
、
上
訴
人

R
o
e
は
、
「
初
期
の
中
絶
を
受
け
る
女
性
の
死
亡
率

は
、
そ
の
処
置
が
合
法
的
な
場
合
に
は
、
通
常
の
出
産
の
死
亡
率
と
同
程
度
に
低
い
か
、
そ
れ
よ
り
も
低
」
＜
、
し
た
が
っ
て
、
「
女
性
を

本
来
的
に
危
険
な
処
置
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
州
の
い
か
な
る
利
益
も
、
女
性
が
そ
の
処
置
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
同
程
度
に
危
険
で
あ
る

(103) 

よ
う
な
場
合
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
反
論
す
る
。

ま
た
、
「
胎
児
の
生
命
の
保
護
」
と
い
う
立
法
目
的
③
に
関
し
て
、
上
訴
人

R
o
e
は
、
そ
の
立
法
目
的
を
支
持
す
る
立
法
資
料
の
不
存
在

を
指
摘
し
、
ほ
と
ん
ど
の
州
法
は
女
性
を
保
護
す
る
た
め
に
の
み
立
案
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
「
医
学
の
進
歩
に
よ
り
、
少
な
く

と
も
妊
娠
初
期
に
お
け
る
中
絶
に
関
し
て
こ
の
懸
念
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
中
絶
に
関
す
る
限
り
、
法
律
は

い
か
な
る
州
の
利
益
に
よ
っ
て
も
も
は
や
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
反
論
す
る
。
ま
た
、
継
受
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
州
制
定
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法
を
通
じ
て
、
胎
動
初
覚
ー
~
子
宮
内
胎
児
の
最
初
に
認
識
で
き
る
動
き
で
、
通
常
は
、
妊
娠
一
六
週
か
ら
一
八
週
に
か
け
て
現
れ
る
も
の

|
—
に
よ
る
区
別
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
中
絶
に
は
寛
容
で
あ
っ
た
が
そ
れ
以
後
の
中
絶
は
処
罰
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事

実
は
、
後
期
の
中
絶
に
内
在
す
る
、
女
性
の
健
康
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
危
険
を
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
し
て
お
り
、
胎
児
の
生
命
が
妊
娠
時

(104) 

に
始
ま
る
と
の
理
論
を
黙
示
的
に
否
定
し
て
い
る
と
も
反
論
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
法
廷
意
見
は
、
初
期
の
妊
娠
に
お
け
る
中
絶
に
つ
い
て
は
上
訴
人
R
o
e
の
主
張
を
容
認
し
立
法
目
的
②
の
「
正
当
性
」

を
否
定
し
た
が
、
「
女
性
に
対
す
る
危
険
は
、
妊
娠
が
継
続
す
る
に
つ
れ
て
増
大
す
る
」
の
で
、
「
当
該
州
は
、
中
絶
が
妊
娠
の
後
期
の
段
階

で
提
案
さ
れ
る
場
合
に
は
、
女
性
自
身
の
健
康
と
安
全
を
保
護
す
る
明
確
な
利
益
を
保
持
す
る
」
と
し
て
、
後
期
の
妊
娠
に
お
け
る
中
絶
に

(105)

、
、
、

つ
い
て
は
立
法
目
的
②
の
「
正
当
性
」
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
立
法
目
的
③
に
関
し
て
も
「
少
な
く
と
も
潜
在
的
生
命
が
問
題
と
な
る
限

(106) 

り
、
当
該
州
は
、
妊
娠
し
た
女
性
だ
け
の
保
護
を
超
え
た
利
益
を
主
張
し
う
る
」
と
し
て
、
そ
の
「
正
当
性
」
を
肯
定
し
た
。

そ
う
し
た
上
で
法
廷
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
目
的
が
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る

(compelling)
」
も
の
と
な
る
時
点
の
考
察
に
際
し
て
、

立
法
目
的
②
の
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
時
点
を
「
現
在
の
医
学
上
の
知
識
に
照
ら
す
と
最
初
の
三
半
期
の
お
お
よ
そ
終
了
時
」
と
し
、
そ
の
根

拠
と
し
て
「
最
初
の
三
半
期
の
終
了
ま
で
は
中
絶
の
死
亡
率
が
通
常
の
出
産
の
死
亡
率
よ
り
も
低
い
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
…
…
今
日
確

(107) 

立
し
て
い
る
医
学
的
事
実
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
立
法
目
的
③
の
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
時
点
を
胎
児
の
「
母
体
外
生
存
可
能
時
」
と
し
、

(108) 

「
そ
の
時
に
、
胎
児
は
母
親
の
子
宮
外
で
意
味
の
あ
る
生
存
を
す
る
能
力
を
恐
ら
く
持
つ
」
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

本
件
で
は
、
前
述
し
た
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
を
確
認
し
た
上
で
、
女
性
の
中
絶
権
と
立
法
目
的
の
性
質
と
の
衡
量
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
際
、
立
法
目
的
③
に
お
い
て
は
、
胎
児
は
あ
る
時
点
で
意
味
の
あ
る
生
存
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
価
値
判
断
l

そ
れ
が
ど
の
時

点
な
の
か
は
医
学
的
事
実
も
考
慮
さ
れ
る
ー
_
'
が
問
題
と
さ
れ
、
立
法
目
的
の
「
価
値
」
つ
ま
り
「
重
要
性
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

立
法
目
的
②
に
つ
い
て
は
、
「
重
要
性
」
と
い
う
よ
り
も
、
死
亡
率
と
い
う
医
学
的
事
実
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
妊
婦
の
健
康
と
安
全
に

対
す
る
危
険
の
発
生
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
立
法
目
的
②
で
は
、
政
府
利
益
に
対
す
る
「
害
悪
の
発
生
可
能
性
」
が
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に
不
当
な
負
担
を
課
し
て
い
る
た
め
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

指
標
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
と
さ
れ
る
時
点
で
当
該
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」
が
認
め
ら
れ
た
と
評
価
す
る

B
u
c
k
l
e
y
 
v• 

V
a
l
e
o
 

四
件
目
が
、
こ
れ
ま
た
前
項
で
も
取
り
上
げ
た
修
正
一
条
に
関
す
る
B
u
c
k
l
e
y
判
決
(
-
九
七
六
年
）
で
あ

る
。
前
項
で
は
連
邦
選
挙
に
お
け
る
献
金
制
限
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
連
邦
選
挙
に
お
け
る
支
出
制
限
を
検
討
す
る
。
問
題
と
な
っ
た

一
九
七
一
年
連
邦
選
挙
運
動
法
(
-
九
七
四
年
改
正
）

identified 
c
a
n
d
i
d
a
t
e
)

に
関
連
し
て
、
当
該
年
に
そ
の
よ
う
な
候
補
者
の
当
選
あ
る
い
は
落
選
を
支
持
す
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
他
の
す

(109) 

べ
て
の
支
出
を
合
算
し
て
一

0
0
0
ド
ル
を
超
え
る
…
…
支
出
を
一
暦
年
中
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
支
出
制
限
を
定
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
年
間
一

0
0
0
ド
ル
の
支
出
制
限
に
対
し
て
も
、
上
訴
人
B
u
c
k
l
e
y
は
、
修
正
一
条
の
自
由
政
治
的
表
現
の
自
由

法
廷
意
見
は
、
「
§
6
0
8

(e) (
1

)

の
合
憲
性
は
、
本
項
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
り
促
進
さ
れ
る
政
府
利
益
が
政
治
的
表
現
と
い
う
修
正
一

条
の
核
心
的
な
権
利
に
対
す
る
制
限
に
適
用
さ
れ
う
る
厳
格
審
査

(
e
x
a
c
t
i
n
g
scrutiny)

を
充
た
す
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
し
、
結

論
と
し
て
、
「
腐
敗
及
び
腐
敗
の
外
観
を
防
止
す
る
と
い
う
政
府
利
益
で
は
、
独
立
支
出

(
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
)

に
対
す
る

§
6
0
8

(110) 

(
e
)
 (
1

)

の
制
限
を
正
当
化
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
。
な
お
、
前
述
の
献
金
制
限
と
は
異
な
り
、
支
出
制
限
に
関
し
て
は
目

的
・
手
段
型
で
示
さ
れ
る
審
査
基
準
の
定
式
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
判
決
自
体
が
「
厳
格
審
査
」
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
以
上
、
本

稿
で
は
、
支
出
制
限
に
関
し
て
も
献
金
制
限
と
同
様
の
審
査
基
準
を
適
用
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。

「
腐
敗
及
び
腐
敗
の
外
観
の
防
止
」
と
い
う
政
府
利
益
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
す
る
理
由
と
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
「
当
該
条
項
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
独
立
の
支
持
が
、
大
規
模
献
金
で
確
認
さ
れ
る
も
の
と
同
等
の
、
現
実
の
腐
敗
も
し
く
は
見
せ
か
け
の
腐
敗
の
危
険
を

現
に
呈
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
側
（
被
上
訴
人
）
は
、
「
候
補
者
や
彼
の
選
挙
運
動
に

よ
り
管
理
さ
れ
調
整
さ
れ
た
支
出
が
、
候
補
者
に
と
っ
て
は
献
金
と
同
じ
価
値
を
事
実
上
有
し
、
同
一
の
弊
害
の
危
険
を
呈
し
て
い
る
」
と

（エ） ）
と
が
で
き
る
。

§
6
0
8
 (e) (1
)

は
、
「
何
人
も
、
明
ら
か
に
同
一
人
と
認
め
ら
れ
る
候
補
者

(a
clearly 
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（オ）
主
張
す
る
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
「
そ
の
よ
う
な
管
理
さ
れ
調
整
さ
れ
た
支
出
は
、
本
件
法
律
の
下
で
は
、
支
出
で
は
な
く
献
金
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
て
」
お
り
、
そ
れ
は

§
6
0
8
(
b
)

の
献
金
制
限
に
よ
っ
て
偽
装
献
金
と
し
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
「

g

6
0
8
 (e) (
1

)

は
、
候
補
者
や
彼
の
選
挙
運
動
と
は
全
く
独
立
に
な
さ
れ
る
候
補
者
の
明
示
的
な
支
持
の
た
め
の
支
出
を
制
限
」
し
て
い
る
が
、

「
そ
の
よ
う
な
独
立
支
出
は
、
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
ほ
と
ん
ど
助
力
を
与
え
な
い
だ
ろ
う
」
し
、
「
候
補
者
や
彼
の
代
理
人
と
の
支
出
に

関
す
る
事
前
の
打
合
せ
や
調
整
が
な
い
と
、
候
補
者
に
対
す
る
支
出
の
価
値
が
下
が
る
だ
け
で
な
く
、
支
出
が
候
補
者
か
ら
の
不
適
切
な
関

(111) 

与
の
見
返
り
と
し
て
与
え
ら
れ
る
危
険
性
も
軽
減
す
る
」
と
述
べ
て
、
政
府
側
の
主
張
を
否
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
本
件
法
律
に
よ
り
除
去
す
べ
き
と
さ
れ
た
は
ず
の
「
現
実
の
腐
敗
も
し
く
は
見
せ
か
け
の
腐
敗
の
危
険
」
と
い

う
害
悪
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
、
も
し
く
は
、
別
の
規
定
に
よ
り
除
去
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
少
な
く
と
も
そ
の
危
険
性
が
軽
減
し
て
い

る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
腐
敗
及
び
腐
敗
の
外
観
の
防
止
」
と
い
う
政
府
利
益
に
対
し
て
及
ん
で
い
る
「
害
悪
の
発
生
可
能

性
」
ー
立
法
事
実
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
当
該
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」
目
的
審
査
の
基
準
の
構
成
要
素
が
否

定
さ
れ
た
も
の
と
整
理
で
き
よ
う
。

(112) 

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
 E
d
i
s
o
n
 Co. 
v. 
P
u
b
l
i
c
 S
e
r
v
i
c
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 

立
に
寄
与
し
た
判
例
の
一
っ
と
さ
れ
る
C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
E
d
i
s
o
n
判
決
(
-
九
八
0
年
）
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
問
題
は
、
公
共
政
策
に
関

す
る
論
争
的
な
論
点
を
扱
っ
た
折
込
広
告
を
毎
月
の
電
気
料
金
請
求
書
に
同
封
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

N
e
w
Y
o
r
k
州
公
共
事
業
委
員
会

の
命
令
が
、
修
正
一
条
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

(113) 

本
件
命
令
を
表
現
内
容
規
制
と
評
価
し
た
上
で
、
法
廷
意
見

(
P
o
w
e
l
l
判
事
執
筆
）
は
、
「
政
府
が
私
人
の
言
論
を
制
約
し
て
い
る
な
ら
ば
、

当
該
規
制
が
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
州
の
利
益

(
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
state 
interest)

を
実
現
す
る
よ
う
に
正
確
に
描
か
れ
た
手
段
で
あ
る
こ
と
を
政

(114) 

府
が
論
証
で
き
る
場
合
に
の
み
、
州
の
行
為
は
維
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
命
令
は
、
①
「
上
訴
人

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
 
E
d
i
s
o
n
 ti
の
見
解
を
囚
わ
れ
の
聴
衆
に
強
制
す
る
の
を
避
け
る
た
め
」
に
、
②
「
公
共
の
利
益
に
お
け
る
限
ら
れ
た
資
源

五
件
目
は
、
表
現
内
容
規
制
・
内
容
中
立
規
制
二
分
論
の
確
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を
分
配
す
る
た
め
」
に
、
そ
し
て
、
③
「
地
方
税
納
税
者
が
料
金
請
求
書
へ
の
折
込
広
告
の
費
用
を
負
担
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
」

(115) 

に
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
州
側
（
被
上
訴
人
）
の
主
張
す
る
三
つ
の
立
法
目
的
を
審
査
す
る
。
以
下
で
は
、
立
法
目
的
①
と
③
を
取
り
上
げ

立
法
目
的
①
に
関
連
し
て
、
原
審
た
る

N
e
w
Y
o
r
k
州
上
訴
裁
判
所
は
、
顧
客
は
折
込
広
告
を
受
け
取
る
か
否
か
の
選
択
肢
を
有
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
折
込
広
告
に
示
さ
れ
て
い
る
見
解
に
よ
っ
て
感
情
が
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
州
側
は
顧
客
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保

護
す
る
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
本
件
折
込
広
告
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
本
件
命

令
を
是
認
し
た
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
「
た
と
え
〔
上
訴
人
〕

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
 
E
d
i
s
o
n
社
の
見
解
に
少
し
接
す
る
こ
と
で
顧
客
の
感
情

が
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
『
他
者
が
聞
く
の
を
妨
げ
る
た
め
だ
け
に
言
説
を
締
め
出
す
』
政
府
の
能
力
は
、
『
実
質
的
な
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
利
益
が
本
質
的
に
容
認
で
き
な
い
方
法
で
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
次
第
で
あ
る
」
」
と
し
、
「
た
っ
た
一
人
の
話

者
が
多
く
の
聴
衆
に
情
報
を
伝
え
る
場
合
に
は
、
『
囚
わ
れ
の
』
聴
衆
が
不
快
な
言
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
な
い
限
り
、
政

(116) 

府
が
言
論
を
侵
害
的
で
あ
る
と
し
て
禁
止
す
る
こ
と
は
修
正
一
条
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
」
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
不
快
な
折
込
広
告
を
受
け
取
っ
た
顧
客
は
、
単
に
目
を
背
け
る
だ
け
で
さ
ら
な
る
感
情
攻
撃
を
実
効
的
に
避
け
う
る
し
、
請

求
書
へ
の
折
込
広
告
を
捨
て
る
だ
け
で
不
快
な
題
材
に
接
す
る
こ
と
を
避
け
う
る
の
で
、

N
e
w
Y
o
r
k
州
上
訴
裁
判
所
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

(117) 

害
の
深
刻
さ
の
評
価
に
際
し
て
誤
り
を
犯
し
た
、
と
法
廷
意
見
は
結
論
づ
け
る
。

ま
た
、
立
法
目
的
③
に
つ
い
て
、
州
側
は
、
本
件
命
令
は
地
方
税
納
税
者
が
政
策
志
向
的
な
料
金
請
求
書
へ
の
折
込
広
告
の
費
用
を
負
担

す
る
こ
と
を
防
ぐ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
「
当
該
委
員
会
〔
州
側
〕
は
、
〔
上
訴
人
〕

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
 
E
d
i
s
o
n
社
の
株
主

と
地
方
税
納
税
者
の
間
で
費
用
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
本
件
命
令
を
基
礎
づ
け
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
、
「
本
件

訴
訟
記
録
上
に
は
、
当
該
委
員
会
が
こ
の
よ
う
な
料
金
請
求
書
へ
の
折
込
広
告
の
費
用
を
公
共
事
業
の
料
金
算
定
基
準
か
ら
排
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
推
定
す
る
根
拠
は
存
在
し
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
単
な
る
害
悪
の
推
測
は
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
州
の
利
益

(
c
o
m
p
e
l
,
 

る。
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（力）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
せ
よ
う
。

い
る
の
で
あ
る
。

(118) 

ling 
state interest)~~ 

成
し
な
い
」
と
結
論
、
つ
け
る
。

最
後
に
、
最
近
の
事
例
と
し
て
、
暴
力
的
内
容
の
ビ
デ
オ

立
法
目
的
①
に
お
け
る
判
示
は
、
本
件
折
込
広
告
を
受
け
取
っ
た
顧
客
が
そ
れ
を
見
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
州
上
訴
裁
判
所
の
い
う
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
と
い
う
害
悪
は
言
論
規
制
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
深
刻
さ
を
も
っ
て
発
生
し
な
い
こ
と
か
ら
、
囚
わ
れ
の
聴
衆
に
見
解
を
強

制
す
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
理
由
に
本
件
折
込
広
告
を
規
制
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
立
法

目
的
の
評
価
に
際
し
て
、
政
府
利
益
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
）
に
対
す
る
害
悪
が
ど
れ
ほ
ど
の
深
刻
さ
を
も
っ
て
生
じ
う
る
の
か
が
考
慮
さ
れ
て

立
法
目
的
③
の
審
査
で
は
、
本
件
の
よ
う
な
折
込
広
告
規
制
が
な
い
と
、
政
策
志
向
的
な
言
論
の
た
め
の
費
用
を
地
方
税
納
税
者
一
般
が

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
当
該
立
法
目
的
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
害
悪
が
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
単
な
る

推
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
本
件
か
ら
は
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
の
評
価
に
際
し
て
政
府
利
益
に
対
す
る
害
悪
が
ど
れ
ほ
ど
の
深
刻
さ
を
も
っ

て
発
生
し
う
る
の
か
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
害
悪
の
発
生
可
能
性
は
少
な
く
と
も
単
な
る
推
測
を
超
え
る
も
の

(119) 

・
・

(
E
M
A
)

B
r
o
w
n
 
v• 

E
n
t
e
r
t
a
m
m
e
n
t
 M
e
r
c
h
a
n
t
s
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 

ゲ
ー
ム
規
制
に
関
す
る

E
M
A
判
決
（
二

0
―
一
年
）
を
挙
げ
る
。
本
件
で
は
、
未
成
年
者
に
対
す
る
暴
力
的
内
容
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
販

売
や
貸
出
を
禁
止
す
る

California
州
法
が
修
正
一
条
と
適
合
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

法
廷
意
見

(Scalia
判
事
執
筆
）
は
、
「
本
件
州
法
は
、
保
護
さ
れ
て
い
る
言
論
の
内
容
に
制
約
を
課
し
て
い
る
の
で
、
厳
格
審
査

(strict

scrutiny)

を
通
過
す
る
こ
と
を

California
州
が
論
証
し
え
な
い
限
り
ー
っ
ま
り
、
本
件
州
法
が
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
政
府
利
益

(
c
o
m,
 

pelling 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 interest)

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
当
該
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
厳
密
に
描
か
れ
て
い
な
い
限
り
無
効
で
あ

る
」
と
し
、
厳
格
審
査
基
準
を
本
件
に
適
用
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
州
は
特
に
、
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
な
『
現
実
的
な
問
題

(actual
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p
r
o
b
l
e
m
)
』
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
言
論
の
自
由
の
縮
減
は
、
そ
の
解
決
策
に
実
際
に
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

(120) 

る
」
と
続
け
る
。

こ
の
よ
う
な
審
査
基
準
の
下
で
、
州
側
（
上
訴
人
）
は
、
本
件
州
法
の
立
法
目
的
と
し
て
、
①
「
暴
力
的
な
描
写
か
ら
の
子
供
の
保
護
」

(121) 

と
②
「
親
の
親
権
行
使
の
補
助
」
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
項
の
関
心
か
ら
立
法
目
的
①
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
る
。

(122) 

立
法
目
的
①
に
つ
い
て
、
州
側
は
、
中
間
審
査
基
準
を
適
用
し
た
先
例
に
依
拠
し
、
立
法
府
は
心
理
学
の
研
究
に
基
づ
い
て
暴
力
的
な
ビ

デ
オ
ゲ
ー
ム
と
未
成
年
者
に
対
す
る
害
悪
と
の
直
接
的
な
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
予
測
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ

(123) 

の
よ
う
な
関
係
を
示
す
証
拠
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
に
お
け
る
「
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
州
の
〔
論
証
〕
責
任
は
よ
り
重
い
も
の
で
あ
り
、
当
該
州
の
〔
論
証
〕
責
任
は

不
確
実
性
に
関
す
る
危
険
性
を
負
担
し
て
い
る
の
で
、
不
確
か
な
証
拠
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
州

が
暴
力
的
内
容
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
接
す
る
こ
と
と
子
供
に
対
す
る
害
悪
の
影
響
と
の
関
連
性
に
関
す
る
予
測
的
判
断
を
す
る
際
に
依
拠
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
た
心
理
学
者
の
研
究
は
、
「
暴
力
的
内
容
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
未
成
年
者
の
攻
撃
的
な
振
舞
い
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
な
る
こ
と
（
少

な
く
と
も
そ
れ
が
端
緒
に
な
る
こ
と
）
を
論
証
し
て
」
お
ら
ず
、
「
そ
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
…
…
因
果
関
係
の
証
拠
で
は
な
」
い
の
で
、

「
せ
い
ぜ
い
暴
力
的
な
娯
楽
に
接
す
る
こ
と
と
取
る
に
足
ら
な
い
現
実
世
界
の
効
果
例
え
ば
、
非
暴
力
的
な
内
容
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
を

し
た
後
よ
り
も
暴
力
的
な
内
容
の
ゲ
ー
ム
を
し
た
数
分
後
の
方
が
、
子
供
た
ち
の
感
情
は
よ
り
攻
撃
的
に
な
り
よ
り
大
き
な
音
を
立
て
る
よ

(124) 

う
に
な
る
こ
と
と
の
何
ら
か
の
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
の
結
果
、
「
当
該
州
の
証
拠
は
や
む
に
や
ま

れ
ざ
る
も
の

(compelling)

で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
「
当
該
正
当
化
事
由
は
、
我
々
の
見
解
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
当
該
規

(125) 

制
を
無
効
と
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
廷
意
見
は
、
立
法
目
的
①
を
、
本
件
州
法
を
正
当
化
す
る

「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
で
は
、
立
法
目
的
①
の
評
価
に
際
し
て
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
い
え
る
か
否
か
を
論
証
す
る
た
め
に
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(3) 

小

括

は
暴
力
的
内
容
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
に
接
す
る
こ
と
と
子
供
に
対
す
る
害
悪
の
影
響
と
の
因
果
関
係
を
問
題
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
州
側
は
単
な

(126) 

る
相
関
関
係
に
つ
い
て
し
か
論
証
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
立
法
目
的
①
は
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
規
制
対
象
と
害
悪
と
の
関
連
性
を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
、
実
際
に
政
府
利
益
に
対
し
て
害
悪
が
及
ん
で
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
る

と
い
え
る
。
そ
し
て
、
政
府
利
益
に
害
悪
が
及
ん
で
い
る
か
否
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
該
立
法
目
的
を
実
現
す
る

必
要
性
が
あ
る
か
否
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
件
も
「
実
現
の
必
要
性
」
を
検
討
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
学
説
に
お
い
て
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
は
一
般
に
、
「
正
当
性
」
と
「
重
要
性
」
と
い
う
構
成
要

素
で
語
ら
れ
、
当
該
政
府
利
益
が
憲
法
上
容
認
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
中
で
重
要
度
が
最
も
高
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理

解
さ
れ
て
き
た
。

ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
も
、
「
利
益
に
付
与
さ
れ
る
重
さ
」
が
問
題
と
さ
れ
た
り

(
R
o
e
判
決
）
、
目
的
審
査
の
基
準
が
「
十
分
に
重

要
な
（
州
の
）
利
益
」

(
N
a
b
l
o
c
k
i
判
決
、

B
u
c
k
l
e
y
判
決
献
金
制
限
）
、
「
最
高
の
利
益
」

(
S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
）
、
「
最
高
位
の
利
益
で
あ
っ
て
他
の
方

法
で
は
実
現
さ
れ
な
い
利
益
」

(
Y
o
d
e
r
判
決
）
と
表
現
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
法
律
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
政
府
利

益

と

失

わ

れ

る

利

益

憲

法

上

の

権

利

と

の

衡

量

が

想

定

さ

れ

て

い

る

(
S
t
o
r
e
r
判
決
、

Y
o
d
e
r
判
決
）
こ
と
か
ら
、
「
や
む
に

や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
は
「
重
要
性
」
の
構
成
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
裁
判
所
は
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
評
価
す
る
た
め
に
求
め
る
重
要
度
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
基
準
を
示

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
目
的
審
査
を
実
質
的
に
行
わ
ず
手
段
審
査
に
進
み
結
論
を
下
す

(
S
h
a
p
i
r
o
判
決
立
法
目
的
④
か
ら
⑦
）
こ
と
も
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
程
度
の
「
重
要
性
」
が
あ
れ
ば
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
評
価
さ
れ
る
の
か
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
判
例
は
概
し
て
立
法
目
的
の
「
重
要
性
」
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
を
示
す
こ
と
に
は
積
極
的
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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益
」
で
も
問
題
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

他
方
、

ア
メ
リ
カ
の
判
例
の
中
に
は
、
「
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
」
と
い
う
こ
と
以
外
に
立
法
目
的
が
な
い
場
合

(
S
h
a
p
i
r
o
判
決
立

法
目
的
①
）
や
、
当
該
立
法
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
の
合
理
性
・
正
当
性
を
示
す
立
法
事
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

(
S
h
a
p
i
r
o
判
決
立
法
目

的
②
）
、
そ
し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
立
法
目
的
が
修
正
一
条
や
修
正
一
四
条
な
ど
の
憲
法
条
項
が
禁
止
し
て
い
る
目
的
で
あ
る
場
合
・

(
S
h
a
p
i
r
o
判
決
立
法
目
的
③
、

S
i
m
o
n
&
 S
c
h
u
s
t
e
r
判
決
）
に
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
も
の
も
あ
る
。

ま
た
、
政
府
が
憲
法
上
規
制
権
限
を
有
す
る
こ
と

(
S
t
o
r
e
r
判
決
、

Y
o
d
e
r
判
決
、

R
o
e
判
決
）
を
確
認
し
た
判
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
や

む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
、
憲
法
上
追
求
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
正
当
性
」

が
あ
る
立
法
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
「
正
当
性
」
に
関
し
て
は
、
最
も
緩
や
か
な
目

的
審
査
の
基
準
た
る
「
正
当
な
利
益
」
で
さ
え
問
題
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
最
も
厳
格
な
基
準
た
る
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
従
来
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
政
府
利
益
に
対
す
る
害
悪
・
危
険
の
発
生
可
能
性
を
問
題
と
し
、
そ
れ
が

存
在
し
な
い

(
S
h
e
r
b
e
r
t
判
決
、

Y
o
d
e
r
判
決
、

B
u
c
k
l
e
y
判
決
支
出
制
限
）
あ
る
い
は
単
な
る
推
測
に
留
ま
る
場
合

(
C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
E
d
i
s
o
n
判

決
立
法
目
的
①
・
③
）
や
、
害
悪
と
規
制
対
象
と
の
関
連
性
が
予
測
的
な
判
断
や
相
関
関
係
に
留
ま
る
場
合

(
E
M
A
判
決
立
法
目
的
①
）
に
、

当
該
立
法
目
的
を
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
判
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
で
は
、
害
悪
・
危

険
が
実
在
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
そ
れ
が
発
生
す
る
確
率
が
あ
る
程
度
あ
る
こ
と
の
論
証
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が

単
な
る
推
測
や
予
測
的
判
断
で
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
変
動
す
る
立
法
目
的
の
評
価
に
際
し
て
、

政
府
利
益
に
対
す
る
危
険
の
発
生
可
能
性
を
指
標
と
し
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
と
さ
れ
る
時
点
で
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
と

な
る
こ
と
を
認
め
た
判
例

(
R
o
e
判
決
立
法
目
的
③
）
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
政
府
利
益
に
及
ぶ
害
悪
．
危
険
が
実
在
す
る
、
も
し
く
は
、
そ

れ
が
あ
る
程
度
の
確
率
で
発
生
す
る
場
合
に
は
当
該
政
府
利
益
の
要
保
護
性
が
上
が
る
と
い
え
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
「
害
悪
．
危
険
の
発

生
可
能
性
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
目
的
の
「
実
現
の
必
要
性
」
の
論
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
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で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、

ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
に
お
け
る
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
利
益
」
に
は
、
立
法
目
的
の
「
正
当
性
」
、
「
重
要
性
」
そ
し
て

「
実
現
の
必
要
性
」
の
三
つ
の
構
成
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(61) 
3
9
4
 
U.S. 6
1
8
 (
1
9
6
9
)
.
 ¾-:$1 

＂
に
関
し
て
は
、
釜
田
泰
介
「
『
定
期
間
居
住
要
件
』
と
平
等
保
護
(
-
)
ー

S
h
a
p
i
r
o

判
決
か
ら

S
o
s
n
a判
決
ま
で
ー
~
」
同
志
社
法
学

二
九
巻
二
号
(
-
九
七
七
年
）
九
六
頁
以
下
を
参
照
。

(62) 
I
d
.
 
at 6
3
4
 
(
傍
点
は
原
文
斜
体
字
）
．

(63) 
U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
Jackson, 3
9
0
 
U.S. 5
7
0
,
 
at 5
8
1
 (
1
9
6
8
)
.
 

(
6
4
)
S芯
p
r
a
n
o
t
e
 6
1
,
 
at 6
3
1
.
 

(65) 
I
d
.
 
at 6
3
1
-
6
3
2
.
 

(66) 
I
d
.
 
at 632

—

633 

(
〔
〕
内
3
筆

土

白

）

．

．

(67) 
4
1
0
 
U.S. 1
1
3
 (
1
9
7
3
)

・
ナ
平
糾
げ
に
血
〖
し
て
は
、
小
竹
聡
「
翻
訳
ー
R
o
e
v. 
W
a
d
e
,
 4
1
0
 
U.S. 1
1
3
 (
1
9
7
3
)

判
決
」
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
一
七
巻
一
号
（
二

0
一
四

年
）
―
ニ
ニ
頁
以
下
、
同
「
判
批
」
樋
口
範
雄
ほ
か
編
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』
（
二

0
―
二
年
）
九
六
頁
以
下
、
山
崎
康
仕
「
翻
訳
：
人
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
規
範

の
形
成
|
ー
,
R
o
e
 v. 
W
a
d
e
」
国
際
文
化
学
研
究
四

0
号
（
二

0
一
三
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
匿
名
記
事
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三

0
号
(
-
九
七
三
年
）
一
〇
七
頁
以

下
、
佐
藤
幸
治
「
判
批
」
[
-
九
七
五
I

-

]

ア
メ
リ
カ
法
―
]
一
頁
以
下
、
高
橋
一
修
「
判
批
」
藤
倉
皓
一
郎
ほ
か
編
『
英
米
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕
』
（
一
九
九
六
年
）
八

二
頁
以
下
、

D
giel 
A. F
a
r
b
e
r
 
(
辻
雄
一
郎
訳
）
「
ア
メ
リ
カ
堕
胎
法
理
に
お
け
る
先
例
の
役
割
」
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
『
―
二
世
紀
の
家
族
と
法
』
（
法
学
書

院
、
二

0
0
七
年
）
七
五

0
頁
以
下
を
参
照
。

(68)

な
お
、
中
絶
権
に
関
す
る
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
す
で
に
変
遷
が
あ
る
。
ま
ず
、

R
o
e
判
決
後
の

W
e
b
s
t
e
r
v. 
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
H
e
a
l
t
h
 
Services, 4
9
2
 
U.S. 4
9
0
 

(
1
9
8
9
)

に
お
い
て
、

R
o
e
判
決
そ
の
も
の
は
判
例
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
厳
格
審
査
基
準
に
基
づ
く
、
三
半
期
と
胎
児
の
独
立
生
存
可
能
性
の
厳
密
な
枠
組
み
は
採

用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

P
l
a
n
n
e
d
P
a
r
e
n
t
h
o
o
d
 of S
o
u
t
h
e
a
s
t
e
r
n
 P
e
n
n
s
y
l
v
a
n
i
a
 v. 
C
a
s
e
y
,
 5
0
5
 U.S. 8
3
3
 (
1
9
9
2
)

に
お
い
て
も
、

R
o
e
判
決
の
基
本
的
な
判
断

は
変
更
し
な
い
と
さ
れ
た
が
、

R
o
e
判
決
の
三
半
期
の
厳
格
な
枠
組
み
は
退
け
ら
れ
、
胎
児
の
独
立
生
存
が
可
能
と
な
る
前
に
人
工
妊
娠
中
絶
を
希
望
す
る
女
性
に
と
っ
て

法
律
の
目
的
ま
た
は
効
果
が
実
質
的
な
障
害
と
な
る
場
合
、
不
当
な
負
担
が
存
在
し
当
該
法
律
の
規
定
は
無
効
と
な
る
と
い
う
、
不
当
な
負
担

(
u
n
d
u
e
b
u
r
d
e
n
)

の
基

準
が
提
示
・
採
用
さ
れ
た
。
た
だ
、

C
a
s
e
y
判
決
に
お
け
る
不
当
な
負
担
の
基
準
の
判
示
部
分
は
相
対
多
数
意
見
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

S
t
e
n
b
e
r
g
v. 

Carhart, 5
3
0
 U.S. 9
1
4
 (
2
0
0
0
)

に
お
い
て
、
不
当
な
負
担
の
基
準
は
法
廷
意
見
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

G
o
n
z
a
l
e
s
v. 
C
a
r
h
a
r
t
 ̀

 
5
5
0
 
U.S. 1
2
4
 (
2
0
0
7
)

に
お
い
て

も
、
継
続
し
て
不
当
な
負
担
の
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
小
林
直
三
『
中
絶
権
の
憲
法
哲
学
的
研
究
ー
~
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
を
踏
ま
え
て
』
（
法
律
文
化
社
、
二0
1
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三
年
）
一
七
I

六
0
頁
、
小
竹
聡
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
法
理
の
展
開
」
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
四
四
号
（
二

0
0
八
年
）
二
七
頁
以
下
、
松

井
前
掲
注

(58)
三
七
二
I

三
七
八
頁
を
参
照
。

W
e
b
s
t
e
r
判
決
に
関
し
て
は
、
岩
井
宜
子
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
七
号
(
-
九
八
九
年
）
六
二
頁
以
下
を
参
照
。

C
a
s
e
y
判
決
に
関
し
て
は
、
根
本
猛
「
判
批
」
法
経
論
集
六
九
・
七
0
号
(
-
九
九
三
年
）
一
六
七
頁
以
下
、
古
向
井
裕
之
「
判
批
」
[
-
九
九
四
—
-
]
ア
メ
リ
カ
法
一
七

四
頁
以
下
、
同
「
判
批
」
樋
口
ほ
か
編
前
掲
注

(67)
九
八
頁
以
下
、
樋
口
範
雄
「
判
批
」
憲
法
訴
訟
研
究
会
・
芦
部
信
喜
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九

八
年
）
二
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

S
t
e
n
b
e
r
g
判
決
に
関
し
て
は
、
根
本
猛
「
判
批
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
七
巻
二
号
（
二

0
0
二
年
）
二

0
六
頁
以
下
を
参
照
。

G
o
n
z
a
l
e
s
判
決
に
関
し
て
は
、
小
竹
聡
「
判
批
」
[
1
1
0
0八
—
-
]
ア
メ
リ
カ
法
ニ
―
―
頁
以
下
、
同
「
判
批
」
比
較
法
学
四
二
巻
二
号
（
二
0
0

九
年
）
二
九
八
頁

以
下
、
同
「
『
一
部
出
生
中
絶
』
の
禁
止
と
中
絶
の
権
利
の
将
来

T
h
e
S
t
o
r
y
 of G
o
n
z
a
l
e
s
 
v. 
C
a
r
h
a
r
t
 ̀

 
5
5
0
 U.S. 1
2
4
 (
2
0
0
7
)
」
大
沢
秀
介
ほ
か
編
『
ア
メ
リ
カ
憲

法
判
例
の
物
語
』
（
成
文
堂
、
二

0
一
四
年
）
三
二
七
頁
以
下
、
根
本
猛
「
判
批
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
ニ
ニ
巻
二
号
（
二

0
0
八
年
）
一
四
九
頁
以
下
、
大
島
佳
代
子

「
一
部
誕
生
し
た
胎
児
を
禁
止
す
る
連
邦
法
の
合
憲
性
と
堕
胎
法
理
に
み
る
先
例
の
役
割
ー
G
o
n
z
a
l
e
s
v. 
C
a
r
h
a
r
t
 ̀

 
1
2
7
 S.Ct. 1
6
1
0
 (
2
0
0
7
)

の
合
憲
性
ー
」
同
志
社

ア
メ
リ
カ
研
究
四
五
号
（
二

0
0
九
年
）
八
三
頁
以
下
、
和
泉
澤
千
恵
「
判
批
」
年
報
医
事
法
学
二
四
号
（
二

0
0
九
年
）
二
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
6
9
)
S
芯
)
r
a
n
o
t
e
 6
7
 ̀

 
at 
1
4
7ー

1
5
2
.

(70) 
I
d
.
 
at 
1
5
2
.
 

(71) 
I
d
.
 
at 
1
5
5
.
 

(72) 
I
d
.
 
at 
1
6
2ー

1
6
3
.

(73) 
4
3
4
 
U・S. 3
7
4
 (
1
9
7
8
)
.
 

(74) 
I
d
.
 
at 3
8
8
.
 

(75) 
I
d
.
 
at 389

—

390. 

(76)

な
お
、
実
質
的
に
ど
の
厳
格
度
の
審
査
基
準
を
採
用
し
た
の
か
明
確
で
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
米
沢
広
一
『
子
ど
も
・
家
族
・
憲
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）

一
六
〇
ー
一
六
一
頁
が
、
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
た
と
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
松
井
前
掲
注

(58)
三
七
九
、
四
―
―
一
頁
が
あ
る
。

(77) 
4
1
5
 
U・S. 7
2
4
 (
1
9
7
4
)
・
 

(78) 
I
d
.
 
at 7
2
9
.
 

(

7

9

)

]

 d. 
at 734

—

735. 

(80) 
I
d
.
 
at 7
3
6
 
(
〔
〕
内
筆
者
）
．

(81) 
I
d
.
 
at 729

—

730 

`
 
7
3
6
.
 



127―目的審査に関する違憲審査基準（二）

(82) 
5
0
2
 
U.S. 1
0
5
 (
1
9
9
1
)
.
 +
H
tに
闊
や
し
て
は
、
岩
本
一
郎
「
判
批
」
[
-
九
九
三
—
-
]
ア
メ
リ
カ
法
九
九
頁
以
下
、
藤
井
樹
也
「
有
害
行
為
を
抑
止
す
る
た
め
の
表
現
規
制

の
許
容
性
」
成
験
法
学
七
三
号
（
二
0
1
0
年
）
一
六
—
一
八
頁
以
下
、
小
早
川
義
則
「
丘
サ
ム
の
息
子
法
ク
と
言
論
出
版
の
自
由
」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
三

六
号
（
二

0
一
六
年
）
三
一

I

三
七
頁
を
参
照
。

(83) 
I
d
.
 
at 
118. 

(84) 
4
2
4
 
U・S. 1
 (
1
9
7
6
)
.
 ¾-~ 

ロ
に
関
し
て
は
、
匿
名
記
事
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
一
四
号
(
-
九
七
六
年
）
八

0
頁
以
下
、
石
田
榮
仁
郎
「
選
挙
運
動
費
の
支
出
制
限
を
違

憲
と
し
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
と
選
挙
資
金
問
題
の
再
考
(
-
)
（
ニ
・
完
）
ー

B
u
c
k
l
e
yv• 

V
a
l
e
o
 9
6
 S. 
Ct. 6
1
2
 (
1
9
7
6
)

」
近
大
法
学
二
四
巻
三
•
四
号

（
一
九
七
七
年
）
一
頁
以
下
、
二
五
巻
二
号
(
-
九
七
八
年
）
四
五
頁
以
下
、
大
沢
秀
介
「
判
批
」
憲
法
訴
訟
研
究
会
・
芦
部
編
前
掲
注

(68)
二
頁
以
下
、
川
岸
令
和
「
金

員
は
言
論
か
？
・
|
|-B
u
c
k
l
e
y
 v• 

V
a
l
e
o
事
件
の
上
告
理
由
を
中
心
に
し
て
」
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
三
二
九
号
(
-
九
九
七
年
）
ニ
―
三
頁
以
下
、
落
合
俊
行
「
ア

メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁

B
u
c
k
l
e
y
v
•
V邑
e
o

事
件
判
決

(
4
2
4U・S. 1
 (
1
9
7
6
)
)

再
照
射
」
海
外
事
情
研
究
二
八
巻
二
号
（
二

0
0
一
年
）
ニ
―
頁
以
下
を
参
照
。

(85)

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
一
年
連
邦
選
挙
運
動
法
及
び
一
九
七
四
年
改
正
連
邦
選
挙
運
動
法
に
つ
い
て
は
、
石
田
榮
仁
郎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
『
一
九
七
一
年
の
連

邦
選
挙
運
動
法
』
」
近
大
法
学
二
二
巻
二
号
(
-
九
七
四
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
同
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
『
一
九
七
四
年
の
改
正
連
邦
選
挙
運
動
法
』
（
そ
の
一
）
（
そ
の

ニ
・
完
）
」
比
較
法
政
六
号
(
-
九
七
五
年
）
一

0
三
頁
以
下
、
七
号
(
-
九
七
五
年
）
七
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
8
6
)
S芯
p
r
a
n
o
t
e
 8
4
,
 
at 2
4ー

2
5
.

(87)

大
沢
前
掲
注

(84)
七
頁
。

(
8
8
)
S芯
p
r
a
n
o
t
e
 8
4
,
 
at 2
5
.
 

(89) 
I
d
.
 
at 2
6ー

2
7
.

(90) 
C
S
C
 v. 
L
e
t
t
e
r
 
Carriers, 4
1
3
 
U・S. 5
4
8
,
 
at 5
6
5
 (
1
9
7
3
)
.
 

(
9
1
)
S袋
p
r
a
n
o
t
e
 8
4
,
 
at. 2
7
.
 

(92) 
I
d
.
 
at 2
9
.
 

(93) 
3
7
4
 
U・S. 3
9
8
 (
1
9
6
3
)
・
ナ
平
仕
口
に
関
し
て
は
、
瀧
澤
信
彦
『
信
教
の
自
由
ー
ー
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
の
法
理
の
形
成
ー
|
ー
』
（
信
山
社
、
二

0
0
0
年
）
一
三

o
_
―
三
八
頁
、
三
ニ
―

I

三
二
四
頁
を
参
照
。

(94) 
I
d
.
 
at 4
0
6
 
(
〔
〕
内
筆
者
）
・

(95) 
4
0
6
 
U.S. 2
0
5
 (
1
9
7
2
)

・
ナ
小
低
り
に
血
〖
し
て
は
、
瀧
澤
前
掲
注
(
9
3
)
一
四
九
I

二
0
六
、
三
二
四
I

三
二
五
頁
、
金
原
恭
子
「
判
批
」
藤
倉
ほ
か
編
前
掲
注

(
6
7
)
四
二
頁
以
下
、

大
久
保
卓
治
「
H
o
m
e
S
c
h
o
o
l
と
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
と
の
関
連
に
つ
い
て

Y
o
d
e
r
判
決
と
そ
の
後
の
判
例
動
向
を
手
が
か
り
と
し
て
」
関
西
大
学
法
学

論
集
四
八
巻
三
•
四
号
(
-
九
九
八
年
）
一
五
二
頁
以
下
、
中
川
律
「

Y
o
d
e
r判
決
を
考
え
る
ア
メ
リ
カ
の
公
教
育
に
お
け
る
子
ど
も
の
利
益
と
市
民
育
成
ー
ー
—
」

法
学
研
究
論
集
二
六
号
（
二

0
0
七
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。
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(96) 
Y
o
d
e
r
判
決
の
後
、

E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
Division, 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of H
u
m
苔
R
e
s
o
u
r
c
e
s
of O
r
e
g
o
n
 v. 
S
m
i
t
h
,
 4
9
4
 U・S. 8
7
2
 (
1
9
9
0
)

が
、
宇
ホ
教
的
行
為
に
実
質
的
負

担
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
行
為
を
一
律
に
禁
止
す
る
中
立
的
な
刑
事
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
厳
格
審
査
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、

C
h
u
r
c
h
 of t
h
e
 L
u
k
u
m
i
 B
a
b
a
l
u
 A
y
e
,
 Inc. v. 
C
i
t
y
 of Hialeah, 5
0
8
 U.S. 5
2
0
 (
1
9
9
3
)

は、

S
m
i
t
h
判
ば
訳
に
佐
盆
拠

L
て
、
問
芦
趨
レ

J

か
6

つ
た
冬
6
例
の
中
＇
立
性

i乃
g

5

一
船
な
切

な
適
用
性
を
否
定
し
た
上
で
、
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

S
m
i
t
h
判
決
に
よ
っ
て
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
範
囲
は
限
定
さ
れ
た
も
の
の
、
信
教
の
自
由

の
領
域
か
ら
厳
格
審
査
基
準
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
連
邦
議
会
は
、

S
m
i
t
h
判
決
を
受
け
、
信
教
の
自
由
に
関
連
す
る
事
件
に
お
い
て
厳

格
審
査
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
定
め
た
宗
教
的
自
由
回
復
法

(
R
F
R
A
)

を
定
め
た
が
、

C
i
t
y
of B
o
e
r
n
e
 v. 
Flores, 5
2
1
 
U.S. 5
0
7
 (
1
9
9
7
)

に
お
い
て
、
宗
教
的
自
由

回
復
法
の
制
定
は
、
州
に
関
す
る
限
り
修
正
一
四
条
五
節
に
定
め
ら
れ
て
い
る
連
邦
議
会
の
権
限
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
と
し
て
、
違
憲
と
判
示
さ
れ
た
。
瀧
澤
前
掲
注

(93)
三
八
―
―
了
四
七
四
頁
、
高
畑
英
一
郎
「
信
教
の
自
由
と
『
や
む
を
え
な
い
政
府
利
益
』
テ
ス
ト
」
日
本
法
学
七
二
巻
二
号
（
二

0
0
六
年
）
六
一
七
頁
以
下
、
松
井
前

掲
注
(
5
8
)
三
四
0

—
三
四
二
頁
を
参
照
。

S
m
i
t
h
判
決
に
関
し
て
は
、
瀧
澤
前
掲
注

(93)
三
四
六
ー
三
八

0
頁
、
野
中
俊
彦
「
判
批
」
憲
法
訴
訟
研
究
会
・
芦
部
編
前
掲
注

(68)
一
五
六
頁
以
下
、
金
原
恭
子
「
判

批
」
樋
口
ほ
か
編
前
掲
注

(67)
六
0
頁
以
下
を
参
照
。

L
u
k
u
m
i
判
決
に
関
し
て
は
、
瀧
澤
前
掲
注

(93)
四
ニ
―

I

四
一
二
八
頁
を
参
照
。

F
l
o
r
e
s
判
決
に
関
し
て
は
、
宮
原
均
「
判
批
」
樋
口
ほ
か
編
前
掲
注
（
67
）
1
0
頁
以
下
、
小
林
祐
紀
「
信
教
の
自
由
と
司
法
の
優
越
ー
|
,
T
h
e
 S
t
o
r
y
 
of 
C
i
t
y
 
of 

B
o
e
r
n
e
 v• 

F
l
o
r
e
s
 ̀

 
5
2
1
 
U.S. 5
0
7
 (
1
9
9
7
)
」
ナ
ハ
沢
ほ
か
編
前
掲
注

(68)
五
九
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
9
7
)
Sミ
p
r
a
n
o
t
e
 9
5
,
 
at 2
1
3
-
2
1
4
.
 

(98) 
Id. 
at 2
1
5
.
 

(99) 
Id. 
at 2
2
1
.
 

(
1
0
0
)
Sミ
p
r
a
n
o
t
e
 9
3
,
 
at 4
0
7
 (
〔

〕

内

3
車・要臼）．

(
1
0
1
)
Sミ
p
r
a
n
o
t
e
 9
5
,
 
at 2
2
1
.
 

(102) 
Id. 
at 2
2
4
.
 

(
1
0
3
)
S芯
p
r
a
n
o
t
e
 6
7
 ̀

 
at 
1
4
9
.
 

(104) 
Id. 
at 
1
5
1
-
1
5
2
.
 
S
e
e
 also 
id. 
at 
1
3
2
,
 
1
3
9
.
 

(105) 
Id. 
at 
1
5
0
.
 

(
1
0
6
)
I
b
i
d

（
傍
点
は
原
文
斜
体
字
）
．

(107) 
Id. 
at 
1
6
3
.
 

(
1
0
8
)
I
b
i
d
-
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(109)

前
掲
注

(85)
を
参
照
。

(
1
1
0
)
S芯
:pra
n
o
t
e
 8
4
,
 
at 4
4
-
4
5
.
 

(lll) 
Id. 
at 4
6
-
4
7
.
 

(112) 
4
4
7
 
U.S. 5
3
0
 (
1
9
8
0
)
・
 

(113) 
Id. 
at 5
3
7
.
 

(114) 
Id. 
at 5
4
0
.
 

(115) 
Id. 
at 5
4
0
-
5
4
1
.
 

(116) 
Id. 
at 5
4
1
 ,
 5
4
2
 
(
〔
〕
内
筆
者
）

(
1
1
7
)
I

配．

(118) 
Id. 
at 5
4
3
 
(
〔
〕
内
筆
者
）
・

(119) 
5
6
4
 
U.S. 7
8
6
 (
2
0
1
1
)
.
 
t
令
件
に
関
し
て
は
、
青
野
篤
「
判
批
」
大
分
大
学
経
済
論
集
六
三
巻
五
・
六
号
（
二

0
―
二
年
）
一

0
九
頁
以
下
、
井
上
幸
希
「
判
批
」
広
島
法

学
三
六
巻
二
号
（
二

0
―
二
年
）
八
一
頁
以
下
、
尾
島
明
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
五
巻
―
―
号
（
二

0
―
二
年
）
六
九
頁
以
下
、
辻
雄
一
郎
「
暴
力
的
な
ゲ
ー
ム
規
制

を
中
心
と
し
た
表
現
の
自
由
の
考
察
」
駿
河
台
法
学
二
五
巻
二
号
（
二

0
―
二
年
）
―
-
七
頁
以
下
、
桧
垣
伸
次
「
暴
力
的
な
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
規
制
と
言
論
の
自
由
I

B
r
o
w
n
 v. 
E
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
 M
e
r
c
h
a
n
t
s
 Association, 1
3
1
 
S. 
Ct. 2
7
2
9
 (
2
0
1
1
)

を
素
材
に
ー
」
同
志
社
法
学
六
三
巻
七
号
（
二

0
―
二
年
）
ニ
ニ
ニ
貝
以
下
、
同

「
判
批
」
比
較
法
学
四
六
巻
一
号
（
二

0
―
二
年
）
二

0
四
頁
以
下
、
藤
井
樹
也
「
暴
力
的
ビ
デ
オ
・
ゲ
ー
ム
の
規
制
と
表
現
の
自
由
ー
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高

裁
判
所
」
成
験
法
学
七
五
号
（
二

0
―
一
年
）
一
四

0
頁
以
下
を
参
照
。

(120) 
Id. 
at 7
9
9
.
 

(121) 
Id. 
at 7
9
9
,
 8
0
2
.
 
S
e
e
 also 
id. 
at 8
0
5
.
 

(122) 
T
u
r
n
e
r
 B
r
o
a
d
c
a
s
t
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
,
 Inc. v• 

F
C
C
,
 5
1
2
 
U.S. 6
2
2
 (
1
9
9
4
)
.
 

(
1
2
3
)
S芯
p
r
a
n
o
t
e
 1
1
9
,
 
at 7
9
9
.
 

(124) 
Id. 
at 7
9
9
 ,
 8
0
0
 
(
〔
〕
内
い
筆
芸
P‘

碑
咆
点
は
原
文
斜
体
字
）
・

(125) 
Id. 
at 8
0
0
,
 8
0
2
.
 

(126)

木
下
智
史
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
る
憲
法
判
断
の
動
向
ニ
―

0
0
九
I

二
0
1
0
年
開
廷
期
の
判
決
よ
り
」
関
西
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
法
科
大
学
院
ジ

ャ
ー
ナ
ル
七
号
（
二
0

―
二
年
）
八
二
頁
脚
注
(
1
1
)
、
金
原
前
掲
注

(
1
8
)
二
0
四
—
二
0
七
頁
も
参
照
。


